
                      　 日本の政治分野における 男女共同参画に関する 次の記述のう ち妥当なのはど

れか。

１ ．１９９９ 年から  ２０２３ 年ま での統一地方選挙について見る と ， 候補者に占める 女性の

割合は上昇傾向にある が， 当選者に占める 女性の割合は下降傾向にある 。

２ ．２０２２ 年 １２ 月 ３１ 日現在で見る と ， 都道府県議会の全議員に占める 女性議員の割合，

町村議会の全議員に占める 女性議員の割合は， いずれも  ３０ ％を上回っている 。

３ ．２０２２ 年４ 月１ 日現在で見る と ， 都道府県の女性知事は １０ 名を 超えており ， 近年

の地方自治法の改正によ り 副知事について女性を１ 名以上就ける こ と が都道府県

の努力義務と なったこ と も あり ， 全国の女性副知事は １００ 名を超えている 。

４ ． 政治分野における 男女共同参画の推進に関する 法律は， 政党その他の政治団体に

対し て， 所属する 男女のそれぞれの公職の候補者の数を均等にする 義務を課し て

いる が， 当該義務の違反に対する 罰則を規定し ていない。

５ ． 近年， 政治分野における 男女共同参画の推進に関する 法律が改正さ れ， 政党その

他の政治団体の努力の規定部分に， セク シャ ルハラ ス メ ント やマタ ニティ ハラ ス

メ ント などへの対策が明記さ れた。
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　　　専門試験（行政・教育行政・警察行政）　　

［例題1］

 正答　5 



                      　 行政手続法における 申請に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。

１ ． 申請と は， 私人が法令に基づき ， 行政庁の許認可等自己に対し 何ら かの利益を付

与する 処分を求める 行為である が， 当該行為に対し て行政庁が諾否の応答をする

こ と は努力義務である 。

２ ． 行政庁は， 申請によ り 求めら れた許認可等をする かど う かを判断する ための審査

基準を定めなければなら ず， 行政上特別の支障の有無にかかわら ず， こ れを公に

し ておかなければなら ない。

３ ． 申請が行政庁の事務所に到達し た場合， 行政庁は遅滞なく 当該申請の審査を開始

し なければなら ない。

４ ． 申請が形式上の要件に適合し ない場合， 行政庁は申請者に対し ， ま ずは相当の期

間を定めてその補正を求めなければなら ず， 補正を求めた後でなければ， 申請に

よ り 求めら れた許認可等を拒否する こ と はでき ない。

５ ． 行政庁は， 申請者の求めがなく ても ， 当該申請に係る 審査の進行状況及び当該申

請に対する 処分の時期の見通し を示さ なければなら ない。
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［例題2］

 正答　3 



                      　 日本の消費税に関する 次の記述ア～オのう ちには妥当なも のが二つある 。 そ

れら はど れか。

ア． 消費税は １９９０ 年代末に導入さ れた。 国・ 地方を 合わせた消費税の税率は， 導入当

初の５ ％が維持さ れていたが，２０１９ 年 １０ 月に標準税率が １０ ％に引き 上げら れる と

と も に，「 全ての飲食料品」 については軽減税率８ ％が適用さ れる こ と と なった。

イ ．２０１３ 年度から  ２０２２ 年度ま での国の一般会計税収（ 決算額） のう ちの「 消費税」 は

増加傾向にあり ，２０２４ 年度当初予算においては，「 消費税」，「 所得税」，「 法人税」

のう ち，「 消費税」 は「 法人税」 に次いで２ 番目に多い。

ウ ． 消費税は多段階課税であり ， 製造業者， 卸売業者， 小売業者等の各取引段階の事業

者は売上げ等に係る 税額から 仕入れに係る 税額を差し 引いた額を納税する 。 事業者

に課さ れる 税相当額は， 最終的には消費者が負担する こ と が予定さ れている 。

エ． 複数税率制度の下において適正な課税を確保する 観点から ， 仕入税額控除制度が改

正さ れ，２０２３ 年 １０ 月から ， 適格請求書等保存方式（ イ ン ボイ ス 制度） が採用さ れ

た。

オ． 日本の消費税率（ 標準税率） を諸外国における 付加価値税率（ 標準税率） と 比較す

る と ， デンマーク ， ノ ルウ ェ ーなど 北欧諸国よ り も 低く ， ド イ ツ ， フラ ンス ， イ ギ

リ ス よ り も 高い。

１ ． ア， ウ

２ ． ア， オ

３ ． イ ， エ

４ ． イ ， オ

５ ． ウ ， エ
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［例題3］

 正答　5 


